
  

 

半
田
市
手
数
料
条
例
及
び
半
田
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 

 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 
 

半
田
市
条
例
第
三
十
六
号 

半
田
市
手
数
料
条
例
及
び
半
田
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
半
田
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

半
田
市
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
半
田
市
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

附
則
第
一
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
、
第
二
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
徴
収
の
単

位
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

（
多
機
能
端
末
機
等
に
よ
る
交
付
に
係
る
手
数
料
の
特
例
） 

３ 

令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
半
田
市
印
鑑
条
例(

平
成
元
年
半

田
市
条
例
第
二
十
三
号
）
第
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
多
機
能
端
末
機
等
に
よ
り
書
類
を
交
付
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
別
表
第
一
の
一
の
項
、
三
の
項
及
び
六
の
項
中
「
二
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一

〇
〇
円
」
と
し
、
同
表
十
九
の
項
中
「
四
五
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
五
〇
円
」
と
す
る
。 

（
半
田
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

半
田
市
印
鑑
条
例
（
平
成
元
年
半
田
市
条
例
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
四
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
録
証
明
書
の
交
付
申
請
等
） 

第
十
四
条
の
二 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
半
田
市
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に

関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
半
田
市
条
例
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
を
行
う
場
合
は
、
登
録
証
の
提
示
は
要
し
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
は
、
被
登
録
者
が
自
ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請

に
係
る
事
項
と
登
録
原
票
の
登
録
事
項
と
照
合
し
、
当
該
申
請
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
申

請
し
た
者
に
登
録
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
多
機
能
端
末
機
等
に
よ
る
登
録
証
明
書
の
交
付
申
請
等
） 

第
十
四
条
の
三 

第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
登
録
者
は
、
多
機
能
端
末
機
等(

市
の
電
子
計

算
機
と
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
接
続
さ
れ
た
端
末
機
で
、
利
用
者
が
規
則
で
定
め
る
も
の
を
使
用
し

て
暗
証
番
号
を
入
力
し
、
別
に
定
め
る
条
例
に
よ
る
手
数
料
を
納
付
し
、
そ
の
他
必
要
な
手
続
を
行



  

 

う
こ
と
に
よ
り
、
証
明
書
等
の
交
付
を
行
う
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。)

を
利
用
し
て
登
録
証
明

書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


